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別紙４  

 

令和５(2023)年度科学研究費助成事業における補助条件等の主な変更点について 

 

１. 「科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（奨励研究）研究者使用ルール（補助条件）」の主な 

変更点 

 

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

 
 

（略） 
 
 

１ 総則 

 

 

（略） 
 
 

【研究活動の健全性・公正性（研究インテグリテ

ィ）の確保等】 
 
1-4 研究代表者は、科研費による研究活動を行

うに当たり、自身の研究活動の透明性を確保

し、説明責任を果たすために必要な取組を行

わなければならない。 
また、研究活動における不正使用（故意若

しくは重大な過失による研究費の他の用途へ

の使用又は研究費の交付の決定の内容若しく

はこれに附した条件に違反した使用）、不正受

給（偽りその他不正な手段による研究費の受

給）若しくは不正行為（発表された研究成果

において示されたデータ、情報、調査結果等

の故意による又は研究者としてわきまえるべ

き基本的な注意義務を著しく怠ったことによ

るねつ造、改ざん又は盗用）が行われること、

又は関与することがあってはならない。 
 
 
 
 
２ 補助金の使用 

 
 

（略） 
 
 

【補助金の各費目の対象となる経費】 

2-2  補助金（補助事業の遂行に必要な経費（研

究成果の取りまとめに必要な経費を含む。））の

各費目の対象となる経費の例は、以下のとおり。

所属する研究機関が補助金の管理の委任を承諾

しなかった研究代表者又は研究機関に所属しな

 
 

（略） 
 
 

１ 総則 

 

 

（略） 
 
 
【研究活動の健全性・公正性（研究インテグリテ

ィ）の確保等】 
 
1-4 研究代表者は、科学者に求められる行動規

範を遵守するとともに、自身の研究活動の公

正性及び透明性を確保し、科研費に関わる活

動の説明責任を果たすために必要な取組を

行わなければならない。 
また、研究活動における不正使用（故意若

しくは重大な過失による研究費の他の用途

への使用又は研究費の交付の決定の内容若

しくはこれに附した条件に違反した使用）、

不正受給（偽りその他不正な手段による研究

費の受給）若しくは不正行為（発表された研

究成果において示されたデータ、情報、調査

結果等の故意による又は研究者としてわき

まえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ

たことによるねつ造、改ざん又は盗用）が行

われること、又は関与することがあってはな

らない。 
 
 
２ 補助金の使用 

 
 

（略） 
 
 
【補助金の各費目の対象となる経費】 
2-2  補助金（補助事業の遂行に必要な経費（研

究成果の取りまとめに必要な経費を含む。））の

各費目の対象となる経費の例は、以下のとおり。

所属する研究機関が補助金の管理の委任を承諾

しなかった研究代表者又は研究機関に所属しな
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い研究代表者については、補助金の収支管理は、

様式Ｃ－３９－１「収支簿（個人管理用）」を用

いて、以下の費目ごとに行うこと。 

物品費    物品を購入するための経   

       費 

旅費     研究代表者及び研究協力

者の海外・国内出張（資料

収集、各種調査、研究の打

合せ、研究の成果発表等）

のための経費（交通費、宿

泊費、日当）等 

人件費・謝金  資料整理、実験補助、翻 

訳・校閲、専門的知識の提

供、アンケートの配付・回

収、研究資料の収集等を行

う研究協力者（ポストドク

ター・リサーチアシスタン

ト（ＲＡ）・外国の機関に

所属する研究者等）に係る

謝金、報酬、賃金、給与、

労働者派遣業者への支払

いのための経費等 

その他     上記のほか当該研究を遂

行するための経費（例：印

刷費、複写費、現像・焼付

費、通信費（切手、電話等）、

運搬費､研究実施場所借り

上げ費（研究機関の施設に

おいて補助事業の遂行が

困難な場合に限る。）、会

議費（会場借料、食事（ア

ルコール類を除く）費用

等）、リース・レンタル費

用（コンピュータ、自動車、

実験機器・器具等）、機器

修理費用､旅費以外の交通

費､研究成果発表費用（学

会誌投稿料、ホームページ

作成費用、研究成果広報用

パンフレット作成費用、一

般市民を対象とした研究

成果広報活動費用等）、実

験廃棄物処理費）等 

 

 

 

（略） 

 

 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付

申請書の記載内容の変更に当たっての遵守

事項等） 

 

い研究代表者については、補助金の収支管理は、

様式Ｃ－３９－１「収支簿（個人管理用）」を用

いて、以下の費目ごとに行うこと。 
物品費    物品を購入するための経   
       費 

   旅費     研究代表者及び研究協力

者の海外・国内出張（資料

収集、各種調査、研究の打

合せ、研究の成果発表等）

のための経費（交通費、宿

泊費、日当）等 
人件費・謝金  資料整理、実験補助、翻訳・

校閲、専門的知識の提供、

アンケートの配付・回収、

研究資料の収集等を行う

研究協力者（ポストドクタ

ー・リサーチアシスタント

（ＲＡ）・外国の機関に所

属する研究者等）に係る謝

金、報酬、賃金、給与、労

働者派遣業者への支払い

のための経費等 
その他     上記のほか当該研究を遂

行するための経費（例：印

刷費、複写費、現像・焼付

費、通信費（切手、電話等）、

運搬費､研究実施場所借り

上げ費（研究機関の施設に

おいて補助事業の遂行が

困難な場合に限る。）、会議

費（会場借料、食事（アル

コール類を除く）費用等）、

リース・レンタル費用（コ

ンピュータ、自動車、実験

機器・器具等）、機器修理

費用､旅費以外の交通費､

研究成果発表費用（学会誌

投稿料、ホームページ作成

費用、研究成果広報用パン

フレット作成費用、児童生

徒を含む一般市民を対象

とした研究成果広報活動

費用等）、実験廃棄物処理

費）等 
 
 

（略） 

 

 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付

申請書の記載内容の変更に当たっての遵守

事項等） 
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（略） 
 

 

【補助事業の廃止】 

3-2 研究代表者は、補助事業を廃止しようとす

る場合には、様式Ｃ－３１－２「補助事業廃止承

認申請書（個人管理用）」に様式Ｃ－３９－１「収

支簿（個人管理用）」の写し、様式Ｃ－３９－２

「収支証明書類」及び預金通帳の写しを添付の

上申請を行い、日本学術振興会の承認を得ると

ともに、未使用の補助金を返還し、廃止のときま

での補助事業について、廃止の承認を得た後、６

１日以内に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収

支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書

（研究実績報告書）」により、日本学術振興会に

実績報告を行わなければならない（研究実績報

告書の内容は、国立情報学研究所の科学研究費

助成事業データベース（KAKEN）により公開され

る。）。 

 

 

所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「3-2」に代えて下

記「3-2-1」のとおりとする 

 

【補助事業の廃止】 

3-2-1 研究代表者は、補助事業を廃止しようと

する場合には、様式Ｃ－３１－１「補助事業廃止

承認申請書（研究機関管理用）」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得るとともに、未使

用の補助金を返還し、廃止のときまでの補助事

業について、廃止の承認を得た後、６１日以内

に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収支決算報

告書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実

績報告書）」により、日本学術振興会に実績報告

を行わなければならない（研究実績報告書の内

容は、国立情報学研究所の科学研究費助成事業

データベース（KAKEN）により公開される。）。 

 

 

【研究代表者の応募資格の喪失等】 

 3-3 研究代表者は、奨励研究の応募資格を有

しなくなる場合、補助事業を継続できなくなる

場合、公募要領に示す重複制限により補助事業

を実施できなくなる場合、又は補助事業以外で

不正使用、不正受給若しくは不正行為により補

助金を交付しないこととされた場合には、「3-2」

又は「3-2-1」に規定する手続により、補助事業

を廃止しなければならない。ただし、研究代表者

が、「令和４(2022)年度科学研究費助成事業－科

研費－公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・

 
 

（略） 
 

 

【補助事業の廃止】 

3-2 研究代表者は、補助事業を廃止しようとす

る場合には、様式Ｃ－３１－２「補助事業廃止承

認申請書（個人管理用）」に様式Ｃ－３９－１「収

支簿（個人管理用）」の写し、様式Ｃ－３９－２

「収支証明書類」及び預金通帳の写し又は口座

内容及び取引実績の記録を確認できるものの写

しを添付の上申請を行い、日本学術振興会の承

認を得るとともに、未使用の補助金を返還し、廃

止のときまでの補助事業について、廃止の承認

を得た後、６１日以内に、様式Ｃ－３２－１「実

績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３

「実績報告書（研究実績報告書）」により、日本

学術振興会に実績報告を行わなければならない

（研究実績報告書の内容は、国立情報学研究所

の科学研究費助成事業データベース（KAKEN）に

より公開される。）。 

 

所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「3-2」に代えて下

記「3-2-1」のとおりとする 

 

【補助事業の廃止】 

3-2-1 研究代表者は、補助事業を廃止しようと

する場合には、様式Ｃ－３１－１「補助事業廃止

承認申請書（研究機関管理用）」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得るとともに、未使

用の補助金を返還し、廃止のときまでの補助事

業について、廃止の承認を得た後、６１日以内

に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収支決算報

告書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実

績報告書）」により、日本学術振興会に実績報告

を行わなければならない（研究実績報告書の内

容は、国立情報学研究所の科学研究費助成事業

データベース（KAKEN）により公開される。） 

 

 

【研究代表者の応募資格の喪失等】 

 3-3 研究代表者は、奨励研究の応募資格を有

しなくなる場合、補助事業を継続できなくなる

場合、公募要領に示す重複制限により補助事業

を実施できなくなる場合、又は補助事業以外で

不正使用、不正受給若しくは不正行為により補

助金を交付しないこととされた場合には、「3-2」

又は「3-2-1」に規定する手続により、補助事業

を廃止しなければならない。ただし、研究代表者

が、「令和５(2023)年度科学研究費助成事業－科

研費－公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・
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Ａ）」、「令和４(2022)年度科学研究費助成事業

－科研費－公募要領（基盤研究（Ｂ・Ｃ）、挑戦

的研究（開拓・萌芽）、若手研究」「令和４(2022)

年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領

（学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）、新学術領域研究、

特別研究促進費）」、「令和４(2022) 年度科学

研究費助成事業－科研費－公募要領（学術変革

領域研究（Ａ）（公募研究））」、「令和４(2022)

年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領

（研究活動スタート支援）」及び「令和４(2022)

年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領

（国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ｂ）））」に定める応募資格を有する研究者と

なることにより、奨励研究の応募資格を有しな

くなる場合であって、当該年度の補助金の使用

を希望する場合はこの限りでなく、様式Ｃ－３

４－１「勤務先等変更届」により、速やかにその

旨を日本学術振興会に届けなければならない。 

 

 

 

（略） 

 

 

【育児休業等による中断】 

3-6 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、未

使用の補助金について翌年度以降の育児休業等

の終了後に再交付を希望する場合には、様式Ｃ

－３５－２「産前産後の休暇又は育児休業の取

得に伴う研究中断承認申請書（個人管理用）」に

様式Ｃ－３９－１「収支簿（個人管理用）」の写

し、様式Ｃ－３９－２「収支証明書類」及び預金

通帳の写しを添付の上申請を行い、日本学術振

興会の承認を得るとともに、未使用の補助金を

返還し、中断のときまでの補助事業について、中

断の承認を得た後、６１日以内に、様式Ｃ－３２

－１「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式

Ｃ－３３「実績報告書（研究実績報告書）」によ

り、日本学術振興会に実績報告を行わなければ

ならない（研究実績報告書の内容は、国立情報学

研究所の科学研究費助成事業データベース

（KAKEN）により公開される。）。 

 

 
所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「3-6」に代えて下
記「3-6-1」のとおりとする 
 

【育児休業等による中断】 

3-6-1 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児

休業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児休業

等の終了後に再交付を希望する場合には、様式

Ａ）」、「令和５(2023)年度科学研究費助成事業

－科研費－公募要領（基盤研究（Ｂ・Ｃ）、挑戦

的研究（開拓・萌芽）、若手研究」「令和５(2023)

年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領

（学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）、特別研究促進

費）」、「令和５(2023) 年度科学研究費助成事

業－科研費－公募要領（学術変革領域研究（Ａ）

（公募研究）、新学術領域研究（終了研究領

域））」、「令和５(2023)年度科学研究費助成事

業－科研費－公募要領（研究活動スタート支

援）」及び「令和５(2023)年度科学研究費助成事

業－科研費－公募要領（国際共同研究加速基金

（海外連携研究））」に定める応募資格を有する

研究者となることにより、奨励研究の応募資格

を有しなくなる場合であって、当該年度の補助

金の使用を希望する場合はこの限りでなく、様

式Ｃ－３４－１「勤務先等変更届」により、速や

かにその旨を日本学術振興会に届けなければな

らない。 

 

 

  （略） 

 

 

【育児休業等による中断】 

3-6 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、未

使用の補助金について翌年度以降の育児休業等

の終了後に再交付を希望する場合には、様式Ｃ

－３５－２「産前産後の休暇又は育児休業の取

得に伴う研究中断承認申請書（個人管理用）」に

様式Ｃ－３９－１「収支簿（個人管理用）」の写

し、様式Ｃ－３９－２「収支証明書類」及び預金

通帳の写し又は口座内容及び取引実績の記録を

確認できるものの写しを添付の上申請を行い、

日本学術振興会の承認を得るとともに、未使用

の補助金を返還し、中断のときまでの補助事業

について、中断の承認を得た後、６１日以内に、

様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実績

報告書）」により、日本学術振興会に実績報告を

行わなければならない（研究実績報告書の内容

は、国立情報学研究所の科学研究費助成事業デ

ータベース（KAKEN）により公開される。） 

 
所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「3-6」に代えて下
記「3-6-1」のとおりとする 
 

【育児休業等による中断】 

3-6-1 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児

休業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児休業

等の終了後に再交付を希望する場合には、様式
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Ｃ－３５－１「産前産後の休暇又は育児休業の

取得に伴う研究中断承認申請書（研究機関管理

用）」により申請を行い、日本学術振興会の承認

を得るとともに、未使用の補助金を返還し、中断

のときまでの補助事業について、中断の承認を

得た後、６１日以内に、様式Ｃ－３２－１「実績

報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３「実

績報告書（研究実績報告書）」により、日本学術

振興会に実績報告を行わなければならない（研

究実績報告書の内容は、国立情報学研究所の科

学研究費助成事業データベース（KAKEN）により

公開される。） 

 

 

  （略） 

 

 

４ 実績の報告 

 

 

  （略） 

 

 
【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実
績報告書の提出】 
4-2 「2-5」の規定に基づき、補助事業の期間を
延長するとともに、翌年度にわたる補助金の使
用を行う場合には、研究代表者は、補助事業を開
始した年度の終了時において、様式Ｃ－３２－
２「実績報告書（収支決算報告書（２））」によ
り、日本学術振興会に実績報告を行うとともに、
令和６(2024)年５月３１日まで（補助事業を廃
止した場合には、当該廃止の承認を得た後６１
日以内）に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収
支決算報告書）」（様式Ｃ－３９－１「収支簿（個
人管理用）」の写し、様式Ｃ－３９－２「収支証
明書類」及び預金通帳の写しを添付）及び様式Ｃ
－３３「実績報告書（研究実績報告書）」により、
日本学術振興会に実績報告を行わなければなら
ない（研究実績報告書の内容は、国立情報学研究
所の科学研究費助成事業データベース（KAKEN）
により公開される。）。 
 

 
所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「4-2」に代えて下
記「4-2-1」のとおりとする 
 
【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実
績報告書の提出】 
4-2-1 「2-5」の規定に基づき、補助事業の期間
を延長するとともに、翌年度にわたる補助金の
使用を行う場合には、研究代表者は、補助事業を
開始した年度の終了時において、様式Ｃ－３２
－２「実績報告書（収支決算報告書（２））」に
より、日本学術振興会に実績報告を行うととも
に、令和６(2024)年５月３１日まで（補助事業を

Ｃ－３５－１「産前産後の休暇又は育児休業の

取得に伴う研究中断承認申請書（研究機関管理

用）」により申請を行い、日本学術振興会の承認

を得るとともに、未使用の補助金を返還し、中断

のときまでの補助事業について、中断の承認を

得た後、６１日以内に、様式Ｃ－３２－１「実績

報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３「実

績報告書（研究実績報告書）」により、日本学術

振興会に実績報告を行わなければならない（研

究実績報告書の内容は、国立情報学研究所の科

学研究費助成事業データベース（KAKEN）により

公開される。） 

 

 

  （略） 

 

 

４ 実績の報告 

 

 

  （略） 

 

 
【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実
績報告書の提出】 
4-2 「2-5」の規定に基づき、補助事業の期間を
延長するとともに、翌年度にわたる補助金の使
用を行う場合には、研究代表者は、補助事業を開
始した年度の終了時において、様式Ｃ－３２－
２「実績報告書（収支決算報告書（２））」によ
り、日本学術振興会に実績報告を行うとともに、
令和７(2025)年５月３１日まで（補助事業を廃
止した場合には、当該廃止の承認を得た後６１
日以内）に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収
支決算報告書）」（様式Ｃ－３９－１「収支簿（個
人管理用）」の写し、様式Ｃ－３９－２「収支証
明書類」及び預金通帳の写し又は口座内容及び
取引実績の記録を確認できるものの写しを添
付）及び様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実績報
告書）」により、日本学術振興会に実績報告を行
わなければならない（研究実績報告書の内容は、
国立情報学研究所の科学研究費助成事業データ
ベース（KAKEN）により公開される。）。 
 
所属する研究機関に補助金の管理を委任した

研究代表者については、上記「4-2」に代えて下
記「4-2-1」のとおりとする 
 
【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実
績報告書の提出】 
4-2-1 「2-5」の規定に基づき、補助事業の期間
を延長するとともに、翌年度にわたる補助金の
使用を行う場合には、研究代表者は、補助事業を
開始した年度の終了時において、様式Ｃ－３２
－２「実績報告書（収支決算報告書（２））」に
より、日本学術振興会に実績報告を行うととも
に、令和７(2025)年５月３１日まで（補助事業を
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廃止した場合には、当該廃止の承認を得た後６
１日以内）に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収
支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書
（研究実績報告書）」により、日本学術振興会に
実績報告を行わなければならない（研究実績報
告書の内容は、国立情報学研究所の科学研究費
助成事業データベース（KAKEN）により公開され
る。）。 
 
 

５ 研究成果報告書等の提出 

 
 
   （略） 
 
 

６ 研究成果の発表 

 
【研究成果発表における表示義務】 
6-1 研究代表者は、補助事業の成果を発表する
場合には、補助金の交付を受けて行った研究の
成果であることを表示しなければならない。特
に、論文等により補助事業の成果を発表する場
合には、論文等の謝辞に補助金の交付を受けて
行った研究の成果であることを必ず記載しなけ
ればならない（「JSPS KAKENHI Grant Numbe
r JP８桁の課題番号」を含めること。）。 
 
 
 

（略） 
 

 

７ その他 

 
 
   （略） 
 

廃止した場合には、当該廃止の承認を得た後６
１日以内）に、様式Ｃ－３２－１「実績報告書（収
支決算報告書）」及び様式Ｃ－３３「実績報告書
（研究実績報告書）」により、日本学術振興会に
実績報告を行わなければならない（研究実績報
告書の内容は、国立情報学研究所の科学研究費
助成事業データベース（KAKEN）により公開され
る。）。 
 
 

５ 研究成果報告書等の提出 

 
 
   （略） 
 
 

６ 研究成果の発表 

 
【研究成果発表における表示義務】 
6-1 研究代表者は、補助事業の成果を発表する
場合には、補助金の交付を受けて行った研究の
成果であることを表示しなければならない。特
に、論文等により補助事業の成果を発表する場
合には、論文等の謝辞又は所定の箇所に補助金
の交付を受けて行った研究の成果であることを
必ず記載しなければならない（「JSPS KAKENH
I Grant Number JP８桁の課題番号」を含めるこ
と。）。 
 
 

（略） 
 
 

７ その他 

 
 
   （略） 
 

  



- 7 / 12 - 

２. 「科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（奨励研究）の使用について各研究機関が行うべき事務等」

の主な変更点                          

 

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

 
 

（略） 
 
 
１ 申請資格の確認 
 
 

（略） 
 
 
２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 
 

（略） 
 

 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 

（略） 
 
 

【費目別の収支管理】 
3-4 補助金（補助事業の遂行に必要な経費（研

究成果の取りまとめに必要な経費を含む。））の

各費目の対象となる経費の例は、以下のとおり。

補助金の収支管理は、様式Ｂ－３１「収支簿（研

究機関管理用）」を用いて、以下の費目ごとに行

うこと。 
物品費    物品を購入するための経 
       費 
旅費     研究代表者及び研究協力

者の海外・国内出張（資料

収集、各種調査、研究の打

合せ、研究の成果発表等）

のための経費（交通費、宿

泊費、日当）（ただし、外

国人特別研究員に対して

日当を支払うことはでき

ない。）等 
人件費・謝金  資料整理、実験補助、翻訳・

校閲、専門的知識の提供、

アンケートの配付・回収、

研究資料の収集等を行う

研究協力者（ポストドクタ

ー・リサーチアシスタント

（ＲＡ)・外国の機関に所

 
 

（略） 
 
 
１ 申請資格の確認 
 
 

（略） 
 
 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 
 

（略） 
 
 

３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 

（略） 
 
 
【費目別の収支管理】 
3-4 補助金（補助事業の遂行に必要な経費（研

究成果の取りまとめに必要な経費を含む。））の

各費目の対象となる経費の例は、以下のとおり。

補助金の収支管理は、様式Ｂ－３１「収支簿（研

究機関管理用）」を用いて、以下の費目ごとに行

うこと。 
物品費    物品を購入するための経 
       費 
旅費     研究代表者及び研究協力

者の海外・国内出張（資料

収集、各種調査、研究の打

合せ、研究の成果発表等）

のための経費（交通費、宿

泊費、日当）等 
人件費・謝金  資料整理、実験補助、翻訳・

校閲、専門的知識の提供、

アンケートの配付・回収、

研究資料の収集等を行う

研究協力者（ポストドクタ

ー・リサーチアシスタント

（ＲＡ)・外国の機関に所

属する研究者等）に係る謝

金、報酬、賃金、給与、労

働者派遣業者への支払い



- 8 / 12 - 

属する研究者等）に係る謝

金、報酬、賃金、給与、労

働者派遣業者への支払い

のための経費等 
その他    上記のほか当該研究を遂

行するための経費（例：印

刷費､複写費､現像・焼付

費､通信費（切手、電話等）、

運搬費､研究実施場所借り

上げ費（研究機関の施設に

おいて補助事業の遂行が

困難な場合に限る。）、会議

費（会場借料、食事（アル

コール類を除く）費用等）､

リース・レンタル費用（コ

ンピュータ、自動車、実験

機器・器具等）､機器修理

費用､旅費以外の交通費､

研究成果発表費用（学会誌

投稿料、ホームページ作成

費用、研究成果広報用パン

フレット作成費用、一般市

民を対象とした研究成果

広報活動費用等）、実験廃

棄物処理費）等 
 

 

  （略） 

 

 

【旅費及び人件費・謝金の支出等】 

3-6 補助事業に係る旅費及び人件費・謝金の支

出に当たっては、以下により取り扱うこと。 

①  旅費及び人件費・謝金の支出は、事実確認

を行った上で適切に行うこと。 

②  研究協力者の雇用に当たっては、研究機

関が採用時に面談や勤務条件の説明を行

い、雇用契約において勤務内容、勤務時間等

について明確にした上で研究機関が当事者

となって雇用契約を締結するとともに、研

究機関が出勤簿や勤務内容の確認を定期的

に行うなど研究協力者の勤務状況を適切に

管理して給与等を支給すること。 

③ 補助金の不適正な執行の疑いが生じた  

際、用務の目的や受給額の適切性の確認、勤

務状況の管理等が行われていないことによ

り、その公正性が明らかでない場合は、研究

機関が当該補助金に相当する額を日本学術

振興会に返還すること。 

④ 補助金により雇用されている者（以下「科

研費被雇用者」という。）が、雇用元の補助

金の業務（以下「雇用元の業務」という。）

以外に、自ら主体的に研究を実施しようと

のための経費等 
その他    上記のほか当該研究を遂

行するための経費（例：印

刷費､複写費､現像・焼付

費､通信費（切手、電話等）、

運搬費､研究実施場所借り

上げ費（研究機関の施設に

おいて補助事業の遂行が

困難な場合に限る。）、会議

費（会場借料、食事（アル

コール類を除く）費用等）､

リース・レンタル費用（コ

ンピュータ、自動車、実験

機器・器具等）､機器修理

費用､旅費以外の交通費､

研究成果発表費用（学会誌

投稿料、ホームページ作成

費用、研究成果広報用パン

フレット作成費用、児童生

徒を含む一般市民を対象

とした研究成果広報活動

費用等）、実験廃棄物処理

費）等 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
【旅費及び人件費・謝金の支出等】 

3-6 補助事業に係る旅費及び人件費・謝金の支

出に当たっては、以下により取り扱うこと。 

①   旅費及び人件費・謝金の支出は、事実確

認を行った上で適切に行うこと。 

②  研究協力者の雇用に当たっては、研究機

関が採用時に面談や勤務条件の説明を行

い、雇用契約において勤務内容、勤務時間等

について明確にした上で研究機関が当事者

となって雇用契約を締結するとともに、研

究機関が出勤簿や勤務内容の確認を定期的

に行うなど研究協力者の勤務状況を適切に

管理して給与等を支給すること。 

③ 補助金の不適正な執行の疑いが生じた  

際、用務の目的や受給額の適切性の確認、勤

務状況の管理等が行われていないことによ

り、その公正性が明らかでない場合は、研究

機関が当該補助金に相当する額を日本学術

振興会に返還すること。 

④ 補助金により雇用されている者（以下「科

研費被雇用者」という。）が、雇用元の補助

金の業務（以下「雇用元の業務」という。）

以外に、自ら主体的に研究を実施しようと
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する場合は、研究機関において次の点を確

認すること。 

１）科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に

自ら主体的に研究を行うことができる旨

を各研究機関が定める関連規程や個別契

約等で定められていること。 

２）雇用元の業務と自ら主体的に行う研究

に関する業務について、勤務時間やエフ

ォート等によって明確に区分されている

こと。 

３）雇用元の業務以外の時間であって、自ら

主体的に行おうとする研究に充てること

ができる時間が十分確保されているこ

と。 

⑤ 補助金により雇用されている若手研究者

（補助事業を行う年度の４月１日時点にお

いて、４０歳未満の者又は博士の学位取得

後８年未満の者、以下「科研費被雇用若手研

究者」という。）が、雇用元の業務に従事す

るエフォートの一部を、科研費被雇用若手

研究者の自発的な研究活動等に充当しよう

とする場合は、研究機関において次の点を

確認すること。 

１）科研費被雇用若手研究者本人が自発的

な研究活動等の実施を希望すること。 

２）各研究機関が定める関連規程等に基づ

き、研究代表者が、雇用元の業務の推進に

資する自発的な研究活動等であると判断

し、その旨を研究機関が認めること。 

３）各研究機関が定める関連規程等に基づ

き、研究代表者が、雇用元の業務の推進に

支障がない範囲であると判断し、その旨

を研究機関が認めること（雇用元の業務

に従事するエフォートの２０％を上限と

する。）。 

 

 

 

 

 

  （略） 

 

 

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-10 次の手続を行うこと。 

 

 

  （略） 

 

 

⑤ 研究代表者の応募資格の喪失等 

  研究代表者が、奨励研究の応募資格を有し

なくなる場合、補助事業を継続できなくな

する場合は、研究機関において次の点を確

認すること。 

１）科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に

自ら主体的に研究を行うことができる旨

を各研究機関が定める関連規程や個別契

約等で定められていること。 

２）雇用元の業務と自ら主体的に行う研究

に関する業務について、勤務時間やエフ

ォート等によって明確に区分されている

こと。 

３）雇用元の業務以外の時間であって、自ら

主体的に行おうとする研究に充てること

ができる時間が十分確保されているこ

と。 

⑤ 補助金により雇用されている者のうち、

補助事業を行う年度の４月１日時点におい

て、４０歳未満の者又は博士の学位取得後

８年未満の者（博士の学位取得後に取得し

た産前・産後の休暇、育児休業の期間を除く

と博士の学位取得後８年未満となる者を含

む）（以下「科研費被雇用若手研究者」とい

う。）が、雇用元の業務に従事するエフォー

トの一部を、科研費被雇用若手研究者の自

発的な研究活動等に充当しようとする場合

は、研究機関において次の点を確認するこ

と。 

１）科研費被雇用若手研究者本人が自発的

な研究活動等の実施を希望すること。 

２）各研究機関が定める関連規程等に基づ

き、研究代表者が、雇用元の業務の推進に

資する自発的な研究活動等であると判断

し、その旨を研究機関が認めること。 

３）各研究機関が定める関連規程等に基づ

き、研究代表者が、雇用元の業務の推進に

支障がない範囲であると判断し、その旨

を研究機関が認めること（雇用元の業務

に従事するエフォートの２０％を上限と

する。）。 

 
 
  （略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-10 次の手続を行うこと。 

 
 
  （略） 
 
 
④  研究代表者の応募資格の喪失等 

  研究代表者が、奨励研究の応募資格を有し

なくなる場合、補助事業を継続できなくな
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る場合、公募要領に示す重複制限により補

助事業を実施できなくなる場合、又は補助

事業以外で不正使用、不正受給若しくは不

正行為により補助金を交付しないこととさ

れた場合には、「3-10②」に規定する手続に

より、補助事業を廃止するための手続を行

うこと。ただし、研究代表者が、「令和４

(2022)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・

Ａ）」、「令和４(2022)年度科学研究費助成

事業－科研費－公募要領（基盤研究（Ｂ・

Ｃ）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手研究」、

「令和 ４(2022)年度科学研究費助成事業

－科研費－公募要領（学術変革領域研究

（Ａ・Ｂ）、新学術領域研究、特別研究促進

費）」、「令和４(2022)年度科学研究費助成

事業－科研費－公募要領（学術変革領域研

究（Ａ）（公募研究））」、「令和４(2022)

年度科学研究費助成事業－科研費－公募要

領（研究活動スタート支援）」及び「令和４

(2022)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（国際共同研究加速基金（国際共同

研究強化（Ｂ）））」に定める応募資格を有

する研究者となることにより、奨励研究の

応募資格を有しなくなる場合であって、当

該年度の補助金の使用を希望する場合には

この限りでなく、様式Ｃ－３４－１「勤務先

等変更届」により、速やかにその旨を届けな

ければならない。 

 

 

  （略） 

 

 

【研究成果発表に係る手続】 

3-13 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 

① 研究成果発表における謝辞の表示 

  研究代表者が、論文等により補助事業の成

果を発表する場合には、論文等の謝辞に補

助金の交付を受けて行った研究の成果であ

ること（「JSPS KAKENHI Grant Number JP
８桁の課題番号」など）を必ず記載するよ

う、研究代表者に周知すること。 

また、研究機関のホームページや広報誌に

おいて補助事業の成果を発表する場合に

は、その成果が補助金の交付を受けて行っ

た研究の成果であることを表示すること。 

 

②  研究成果発表の報告 

研究代表者は、補助事業の成果について、

様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実績報告

書）」を提出した後に書籍、雑誌等におい

る場合、公募要領に示す重複制限により補

助事業を実施できなくなる場合、又は補助

事業以外で不正使用、不正受給若しくは不

正行為により補助金を交付しないこととさ

れた場合には、「3-10②」に規定する手続に

より、補助事業を廃止するための手続を行

うこと。ただし、研究代表者が、「令和５

(2023)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・

Ａ）」、「令和５(2023)年度科学研究費助成事

業－科研費－公募要領（基盤研究（Ｂ・Ｃ）、

挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手研究」、「令

和５(2023)年度科学研究費助成事業－科研

費－公募要領（学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）、

特別研究促進費）」、「令和５(2023)年度科学

研究費助成事業－科研費－公募要領（学術

変革領域研究（Ａ）（公募研究）、新学術領域

研究（終了研究領域））」、「令和５(2023)年度

科学研究費助成事業－科研費－公募要領

（研究活動スタート支援）」及び「令和５

(2023)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（国際共同研究加速基金（海外連携

研究））」に定める応募資格を有する研究者

となることにより、奨励研究の応募資格を

有しなくなる場合であって、当該年度の補

助金の使用を希望する場合にはこの限りで

なく、様式Ｃ－３４－１「勤務先等変更届」

により、速やかにその旨を届けなければな

らない。 
 
 
  （略） 
 
 
【研究成果発表に係る手続】 

3-13 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 

① 研究成果発表における謝辞の表示 

  研究代表者が、論文等により補助事業の成

果を発表する場合には、論文等の謝辞又は

所定の箇所に補助金の交付を受けて行った

研究の成果であること（「JSPS KAKENHI 
Grant Number JP８桁の課題番号」など）を

必ず記載するよう、研究代表者に周知する

こと。 

また、研究機関のホームページや広報誌に

おいて補助事業の成果を発表する場合に

は、その成果が補助金の交付を受けて行っ

た研究の成果であることを表示すること。 

 

②  研究成果発表の報告 

研究代表者は、補助事業の成果について、

様式Ｃ－３３「実績報告書（研究実績報告
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て発表を行った場合、又は産業財産権を取

得した場合には、その都度、様式Ｃ－３７

「研究成果発表報告書」により、日本学術

振興会に報告しなければならないこととし

ているので、これに関する事務を行うこ

と。 

 

 

 

  （略） 

 

 

４ 適正な使用の確保 
 
 

（略） 
 
 

５ 研究活動における不正行為への対応 
 
 

（略） 
 
 

６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の

実施等 

 

 

  （略） 

 

 

【研究活動の健全性・公正性（研究インテグリテ

ィ）の確保】 

  6-2 「研究活動の国際化、オープン化に伴

う新たなリスクに対する研究インテグリティの   

確保に係る対応方針について」等に基づき、科研

費による研究活動の透明性を確保し、説明責任

を果たすために必要な取組を行うこと。 

 
 
 
７ その他 

 
 
   （略） 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 

書）」を提出した後に書籍、雑誌等におい

て発表を行った場合、又は産業財産権を取

得した場合には、その都度、様式Ｃ－３７

「研究成果発表報告書」により、日本学術

振興会に報告しなければならないこととし

ているので、これに関する事務を行うこ

と。 

 
 
  （略） 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 

（略） 
 
 

５ 研究活動における不正行為への対応 
 
 

（略） 
 
 

６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の

実施等 

 
 
  （略） 
 
 
【研究活動の健全性・公正性（研究インテグリテ

ィ）の確保】 

6-2 「研究活動の国際化、オープン化に伴う新

たなリスクに対する研究インテグリティの   

確保に係る対応方針について」等に基づき、研究

活動の公正性及び透明性を確保し、科研費に関

わる活動の説明責任を果たすために必要な取組

を行うこと。 

 
 

７ その他 

 
 
   （略） 
 
 
【男女共同参画に配慮した研究環境の整備等】 
7-3 研究代表者及び研究分担者が、男女共同参

画の実現及び女性研究者の活躍推進を目指す  

研究環境で補助事業に従事できるよう、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成27年法律第64号）等の関係する法令等を遵守
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（略） 
 
 

するとともに、男女共同参画等を推進するため

の取組に積極的に努めること。 

 
 

（略） 
 
 

 


